
都市計画山崎第一地区地区計画を次のように決定する。（２００６年１２月７日町田市告示第３３５号）

山崎第一地区地区計画

町田市山崎町字十三号、字十八号及び木曽町字十号各地内

約４．５ｈａ

地区の名称

地区の面積

「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」
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理由：団地の建替えに伴い、周辺環境に配慮した道路、公園等の公共施設を新たに整備するとともに、既存の桜並木をいかした緑豊かな街並みを形成し、更なる居住環境の
向上を図るため、地区計画を決定する。

道 路

区域の特性に
応じた容積率
の最高限度

壁面の位置の制限

建築物等の用途の制
限

公共施設の整
備の状況に応
じた容積率の
最高限度

10分の10

道路法第１８条第２項の規定に基づく、
道路供用開始告示後は、容積率の最高限度
を適用しない。

建築物
の容積
率の最
高限度

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

１ 住宅
２ 長屋
３ 共同住宅
４ 住宅で事務所、店舗その他これ
らに類する用途を兼ねるもの
５ 集会所
６ 上記１、２、３、４及び５の建
築物に付属するもの
７ 市長が公益上必要な建築物で用
途上やむを得ないと認めたもの

１ 共同住宅
２ 集会所
３ 上記１及び２の建築物に付属するもの
４ 市長が公益上必要な建築物で用途上や
むを得ないと認めたもの

公共・公益施設地区

約１．７ha

建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面から敷地境界線までの距離は、
１ｍ以上でなければならない。
ただし、この限度に満たない距離に
ある建築物又は建築物の部分が次の
いずれかに該当する場合は、この限
りではない。
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心
線の長さの合計が３ｍ以下のとき。
２ 物置その他これに類する用途
（自動車車庫を除く。）に供し、軒
の高さが２.３ｍ以下で、かつ、床面
積の合計が５㎡以内のとき。
３ 自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ
以下のとき。

１ 学校
２ 神社、寺院、教会その他これらに類す
るもの
３ 公衆浴場

１ 住宅
２ 長屋
３ 共同住宅

５００㎡

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は
、計画図に示す位置においては敷地境界線
から３ｍ以上とする。
ただし、この限度に満たない距離にある建
築物又は建築物の部分が次のいずれかに該
当する場合は、この限りではない。
１ 物置その他これに類する用途（自動車
車庫を除く。）に供し、軒の高さが２.３
ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内
のとき。

10分の15

区画道路２号

歩道

６ｍ

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

低中層住宅地区

約０．９ha

中高層住宅地区

約１．７ha

既成市街地地区

約０．２ha

公園２号

備 考

２ｍ

新設

新設

桜の道

約１６０ｍ

約１４０ｍ

新設②

新設③

約５００㎡

幅 員 延 長

備 考

町田市山崎町字十三号、字十八号及び木曽町字十号各地内

約４．５ｈａ

備 考

区画道路１号

名 称

公園１号

建築物等の整備の方針

位 置

面 積

３ｍ 約１４０ｍ

９～１１ｍ 約３７０ｍ 新設①

約８３０㎡

位 置

面 積

面 積名 称

公 園

地区計画の目標

地区を「低中層住宅地区」、「中高層住宅地区」、「既成市街地地区」、「公共・公益施設地区」に区分し、それぞれの方針を次のように
定める。
「低中層住宅地区」

戸建住宅や共同住宅等を主体とした良好な住環境を形成するとともに、宅内緑化を推進し、緑豊かな街並みを創出する。
「中高層住宅地区」

適正な計画に基づく中高層住宅地として、快適で機能的な住環境の形成を図る。
「既成市街地地区」

良好な既成市街地の環境を保護しつつ、日用品販売店舗等の利便施設の立地を図る。
「公共・公益施設地区」

地域のコミュニティ活動の拠点となる機能を誘導する。

土地利用の方針

区
域
の
整
備
・
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発
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び
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全
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す
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方
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区
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最高の高さ ２０ｍ

５００㎡

団地の建替えに伴い、道路、公園等を適正に配置するとともに、既存の桜並木をいかし新設する公園間を結ぶ桜の道を確保する。

区分された各地区の特性に応じた土地利用を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限
度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定める。

建築物等の高さの最
高限度

最高の高さ １５ｍ 最高の高さ ２０ｍ

公共空地

地区施設の整備の方針

地区の
区 分

１２０㎡
建築物の敷地面積の
最低限度

町田都市計画地区計画計画書（参考）

名 称 幅 員 延 長

本地区は、小田急線町田駅から北へ約３ｋｍに位置し、昭和４０年代に良好な住宅地の供給を図るため、計画的な土地利用、施設配置が行
われた地区である。しかし、地区内の団地は、老朽化し居住、性能水準も著しく低い状況にある。そのため、老朽化した団地の建替えを推進
し、周辺環境に配慮した道路、公園等の公共施設を新たに整備するとともに、既存の桜並木をいかした緑豊かな街並みを形成することによ
り、更なる居住環境の向上を図る。

名 称


